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今回発表の

事業所や

サービスの

紹介

「総合福祉施設いずみえん」は、大田区矢口に平成 16年 8月１日に開園。特別
養護老人ホーム（介護老人福祉施設）・在宅サービスセンターいずみえん（通所・

短期入所）・居宅介護支援事業所 I-Ｍｅ（アイミー）矢口で組織されている介護
事業部と、障害者支援施設いずみえん（生活介護・施設入所支援・短期入所・

日中一時支援）の支援事業部を擁する総合福祉施設である。

《研究前の状況と課題》

 今回の症例は、食事（全粥・極刻み）を全

介助で摂取しており、ため込みや誤嚥なく食

事をする日も稀にあるが、殆どの日は誤嚥・

口腔内へのため込みが顕著に見られる。摂取

量は２～５割・水分平均 700ccで、体重は毎
月減少の一途を辿っていた。誤嚥やため込み

が多い日は意識レベルが非常に低下してお

り、声掛けにもほぼ反応がみられなかった。

 これらの状況から、当事業所としては、覚

醒の向上と安全な食事摂取が課題となって

いた。

《研究の目標と期待する成果》

 本症例の問題点として、「意識レベルの低

下」「口腔内のため込み」「誤嚥」を挙げた。

のどをアイスマッサージすることにより、嚥

下反射を惹起させやすくなると報告されて

いるため、本症例においても食事前にアイス

マッサージを行った。また、寒冷刺激により

意識レベルの向上も図れるのではないかと

考えた。

 実際の食事場面では、咀嚼動作が出ない際

には K-point（臼後三角後縁やや後方）刺激
により咀嚼様運動に続き、嚥下反射が誘発さ

れるという報告があるため、ため込み時には

K-point刺激を行った。
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《取り組みの結果と評価》

4 か月の研究期間での体重増加は、開始時
25kgであったが下記のように変動した。
1ヶ月目・・＋1.7kg 2ヶ月目・・＋0.5kg 
3ヶ月目・・－0.4kg 4ヶ月目・・＋0.9kg 

上記のように、結果的に 2.7kg増加した。介
護職員やご家族からは、食事摂取量が増えた

だけでなく、食事介助に費やす時間が減少し

たという評価であった。このことから、効果

的な手技を用い、職員全体で共有することが

できれば、新たな業務（アイスマッサージや

K-point 刺激）が加わっても負担とならず、
より効率的で安全に食事介助が行えるので

はないかと考えた。

《まとめ》

 嚥下障害の症例に対し、出来る限りの経口

摂取を継続していく上では職種間の連携が

不可欠である。今回のケースでは専門職であ

る STのみがリハビリテーションとして関わ
るのではなく、職員全体で手技を学ぶことに

より、事業所全体のレベルアップにつなが

り、利用者の ADL・QOLの向上に役立つも
のであると言える。
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《具体的な取り組みの内容》

 最初に言語聴覚士が食前には食物残渣の

誤嚥と、口腔内知覚の向上のために、入念な

口腔ケア・口腔内のアイスマッサージを行っ

た。食事の際には K-point刺激を行い、嚥下
反射を誘発した。

 これらの有効性が見られたため、全介護職

と知識・技術を共有するために、同じ内容の

研修会を３回行い、アイスマッサージと

K-point の方法や意義、注意すべき点や禁忌
を学んだ。その後、実際に本症例に食事介助

を行う際には言語聴覚士（以下ＳＴと略す）

と共にアイスマッサージ・K-point 刺激を行
うことにより、どの職員が介助を行っても同

じ内容のサービスが出来るようになった。

 同時に食事量を毎食チェックし、体重の変

動を毎月測定することにより、効果を把握す

ることができた。

 従来であれば、食事摂取が困難な場合は誤

嚥やため込みのリスクを考慮して無理には

行わない対応を取っていた。今回のケース

で、ＳＴ手技が介護職員へも反映することが

できたことで、食事摂取が困難となった際に

ＳＴ手技を用いることにより、食事摂取の可

能性と職員のモチベーションを向上させる

ことができた。

《提案と発信》

【メモ欄】追加資料 有 無

（重要）特別養護老人ホームの機能訓練職員配置において、言語聴覚士の配

置は必須ではありません。しかし、入居者の身体状況が重度化されている中

で、食事介助の中で誤嚥の問題が介護職員から不安視されていました。少し

でも経口摂取を持続できないかとの課題の中で、言語聴覚士の力が必要であ

ると判断し、上記の症例などの改善が見られています。


